
     

NOR 49er/49erFX CLASS ALL JAPAN CHAMPIONSHIPS 2024                              ~ 1 

~ 

2025年 第 24回全日本 49er クラス選手権大会 

第 10回全日本 49erFX クラス選手権大会 

 

 2025/10/25 - 2025/10/26 

 

NOTICE OF RACE 
 

場  所： 神奈川県藤沢市江の島 湘南港ヨットハーバー沖  

共同主催： 日本 49er クラス協会 

公   認： 公益財団法人日本セーリング連盟（申請中） 

競技種目： 49er級、49erFX 級 

協  賛： トヨタ自動車東日本株式会社（申請中） 

 

1. 規則 

1.1. セーリング競技規則 2025～2028（以下、規則）を適用する。 

1.2. 規則 42 違反に対し付則 P を適用する。 

1.3. 本大会の全ての規則を決定するのは次の通りとする。 

1.3.1. [SP]は、レース委員会が審問無しに標準ペナルティーを適用することができる規則を意味する。レース委員会は抗議する

こともでき、その場合は審問を経てプロテスト委員会の裁量でペナルティーが決定される。これは規則 63.1 および A5 を

変更している。 

1.3.2. [NP]は、この規則の違反は艇による抗議の根拠とはならないことを意味する。これは規則 60.1 を変更している。 

1.4. 参加選⼿は日本セーリング連盟環境委員会の「SDGs 環境アプリ」に参加しなければならない。なお、詳細は別途指示さ

れる。 

2. 広告 

艇は主催団体により選択され 支給された広告を表示するよう要求されることがある。 

 

3. 参加資格および申込み 

3.1. 2025 年度（財）日本セーリング連盟（以下 JSAF という）登録済の者。 

3.2.  2025 年度日本 49er クラス協会会員登録を完了していること。（当日加入可 3,500 円／1 名） 

3.3. 参加資格のある選⼿は、10 月 19 日（日）までにオンラインエントリーフォームからエントリーをするか、または下記宛に参加

申込書をＥメールに添付し、エントリーをすること。また、NoR4 の必要な参加料を登録受付時に必要な参加料を支払うこ

とにより、参加申込みすることができる。 

申込み先  49er クラス協会 事務局  
E-mail ：info（@）49er.jp   （＠）の（ ）を削除して送信してください。 

3.4. NoR3.4 に記載の締切日以降のレイトエントリーはレース委員会の裁量で受け付ける。 

なお、レイトエントリー艇については参加料に 1,000 円を加算する。 

https://forms.gle/d8hhPt69noyqpWMR8
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4. 参加料 

4.1. 必要な参加料は、10,000 円/艇 とする。 

4.2. ハーバー使用料は各自負担とする。 

 

5. スケジュール 

5.1.   

Date Event Time 

Day1 10 月 25 日（土） 登録受付・計測 

開会式・艇長会議 

最初のクラスの予告信号予定時刻 

09:00-10:30 

10:30 

11:55 

Day2 10 月 26 日（日） ブリーフィング 

最初のクラスの予告信号予定時刻 

閉会式 

09:30 

10:55 

TBA 

5.2. 本レガッタは 8 レースとする。1 日に実施するレース数は最大 5 レースとする。各日のレース数はレース委員会の裁量による

ものとするが、最終日は 14:30 より後のスタート予告信号を発しない。 

 

6. 計測 

6.1. 競技前の計測を実施する。 

6.2. 艇または装備は､規則に従っていることを確認するために､いつでも検査されることがある。 

 

7. 帆走指示書 

帆走指示書は、10 月 21 日（火）までにオンライン公式掲示板に掲示される。 

 （オンライン公式掲示板のアドレスは別途案内） 

 

8. 開催地 

Appendix A は、レガッタ・ハーバー、Appendix B はレース・エリアの場所を示す。 

湘南港 江の島ヨットハーバー 

〒251-0036  神奈川県藤沢市江の島１丁目１２－２ 

Tel：0466-22-2128 web：https://www.riviera.co.jp/marina/enoshima/ 

 

9. コース 

帆走するコースはウィンドワード/リーワード・コース（ソーセージ・コース）とする。  

 

10. ペナルティー方式 

規則 44.1 と規則 P2.1 を変更し、『2 回転ペナルティー』を『1 回転ペナルティー』に置き換える。 

 

11. 得点 

11.1. 大会の成立には 1 レースを完了することが必要である。 

https://www.riviera.co.jp/marina/enoshima/
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11.2. 艇のシリーズの得点は次の通りとする。これは規則 A2 を変更している。 

11.2.1. 4 レース未満しか完了しなかった場合、艇のシリーズの得点は、レース得点の合計とする。 

11.2.2. 4 レース以上完了した場合、艇のシリーズの得点は、最も悪い得点を除外したレース得点の合計とする。 

 

12. 支援艇 

12.1. 支援艇を出艇させる場合､事前に登録しなければならない。登録・受付の方法は帆走指示書で指示する。 

12.2. 支援艇はレスキューボートとみなされ、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。 

12.3. 常時は支援艇として航行範囲の制限を守り、レース委員会からレスキューボートとしての要請があればいつでもこれに応じるこ

と。この要請があった場合のみ制限範囲内への進入を認める。 

12.4. 支援艇は、ヨットモータ-ボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険）に加入していること。 

 

13. 賞 

1～3 位に、賞状、盾（または相当品）を授与する。 

 

14. 無線通信 

緊急の場合を除き､レース中の艇は無線送信､すべての艇が利用できない無線通信の受信をしてはならない。またこの制限

は､携帯電話にも適用する。 

 

15. リスクステートメント 

このレガッタの競技者は自分自身の責任で参加する。RRS３「レースをすることの決定」を参照。大会に参加することによって、

それぞれの競技者は、セーリングに内在するリスクがあり、潜在的な危険を伴う行動であることに合意し、認めることになる。こ

れらのリスクには、強風、荒れた海、天候の突然の変化、機器の故障、艇の操船の誤り、他艇の未熟な操船術、バランスの

悪い不安定な足場、疲労による傷害のリスクの増大などがある。セーリングスポーツに固有なのは、溺死、心的外傷、低体温

症、その他の原因による一生消えない重篤な傷害、死亡のリスクである。 

主催団体は、大会の前後、期間中に生じた物理的損害または身体障害若しくは死亡によるいかなる責任も負わない。 

 

16. 肖像権と電子機器 

16.1. 選⼿は、本大会に参加することにより、大会期間中の選⼿または本大会における選⼿の装備に関する動画、スチール写真

および撮影された映像またはその製版について、対価を求めることなく、主催団体に独自の判断で使用する権利を与えるも

のとする。 

16.2. 艇は主催団体により選択され支給された電子機器を艇の指定された位置に搭載するよう要求されることがある。 

 

17. 保険 

各参加艇は、インシデント毎に最低 1 億円を補償するか、または同等の、有効な第三者賠償責任保険に加入していなけれ

ばならない。  参考：http://www.jsaf.or.jp/hoken/  

  

http://www.jsaf.or.jp/hoken/
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18. ドーピングコントロール 

18.1. 本競技会は、日本アンチ・ドーピング規定に基づくドーピング・コントロール対象大会です。  

18.2. 本大会参加者（１８歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピングにング

防止規定にしたがい、ドーピング・コントロール検査⼿続きの対象になる ことに同意したものとみなします。18 歳未満の競技

者については、本競技会への参加により親権者 の同意を得たものとみなします。 

18.3. 本競技会に参加する１８歳未満の競技者は、親権者の署名した同意書を大会に持参してください。親権者の承諾書フォ

ー ム は 日 本 ア ン チ ・ ド ー ピ ン グ 機 構 （ J A D A ） の ウ ェ ブ サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。

（https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html）１８歳未満の競技者はドーピング検査の対象となった際に、

親権者の署名が記載された当該同意書を担当検査員に提出してください。なお親権者の同意書の提出は１８歳未満時

に１回のみで、当該同意書の提出後に再びドーピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることをドーピング

検査時に申し出てください。ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、検査後７日以内に J A 

D A事務局へ郵送にて提出してください。親権者の同意書の提出がなかった場合でもドーピング・コントロール⼿続きに一切

影響がないものとします。  

18.4. 本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を拒否又は回避した

場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査⼿続きを完了することができなか

った場合等はアンチ・ドーピング規則違反となる可能性があります。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本

アンチ・ドーピング規定に 基づき制裁等を受けることになるので留意してください。 

18.5. 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了時２時間の安静が必

要となるので留意してください。  

18.6. 日本アンチ・ドーピング規定の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウェブ

サイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認してください。 

18.7. 本大会は治療特例（TUE）事前申請が必要となる競技会として指定されております。TUE 事前申請については以下ウ

ェブサイトで確認して下さい。 

 JADATUE ホームページ（https://www.playtruejapan.org/medical-staff/） 

 

 

 
  

https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html
http://www.playtruejapan.org/
https://www.playtruejapan.org/medical-staff/
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[Appendix A：Venue] 

 

 

[Appendix B：Course Area] 

 

 

General Information （Not part of the Notice of Race） 

◆ 問い合わせ先 

日本 49er協会 事務局 

E-mail ：info（@）49er.jp   （＠）の（ ）を削除して送信してください。 

Race Area 

10/25 

Race Area 

10/26 


